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堺市特別職報酬等審議会の答申について 

 

本日、堺市特別職報酬等審議会（会長：近藤真司 大阪公立大学 経済学部教授）は、令和 4 年 1 月 5

日付で市長から諮問のあった「市長の退職手当制度のあり方」について、以下のとおり市長に答申を行いましたのでお

知らせします。 

 

 

○日時及び場所 

日 時  令和5年 3月 28 日（火） 午後4時から 

場 所  堺市役所 本館４階 秘書課 第２応接室（堺市堺区南瓦町 3-1） 

 

○答申の内容 

別添「答申書（写）」のとおり 

 

○答申の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問
い
合
わ
せ
先 

担  当  課：総務局 人事部 労務課 

電    話：072-228-7407 

フ ァ ッ ク ス：072-228-8823 

 

 

市長の退職手当制度は、現段階で早急に廃止するには至らない。ただし、例えば民間企業におけ 

る役員の退職慰労金が廃止傾向にある状況などから考えると、今後議論の余地がある。 












